
令和４年３月 

                    京 都 市 

京都市醍醐交流会館 利用者の皆様へ  

  

 

 

 

 

会議室・和室・音楽スタジオの予約受付期間は，これまで「使用日の２箇月前の日」に開始して

いましたが，令和４年８月１日使用分（令和４年６月１日予約受付開始分）からは以下のとおりと

します。 

今後は，最大で２箇月分のご利用について，１回の手続きでまとめて予約できます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和５年８月以降も同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

制度の内容に関する

こと 

都市計画局都市企画部都市総務課 

電話：０７５－２２２－３６１０ FAX：０７５－２２２－３６８９ 

会館の利用や予約に 

関すること 

 

京都市醍醐交流会館 

電話：０７５－５７５－２５８０ 

FAX：０７５－５７５－２５８１ 

https://www.daigo-koryu.jp/ 

 

 

 

【例】毎月第２・第４月曜日に定期的に会議室を使用している場合 

  今までの制度では２週間に１回手続きしなければならず，不便であるとの声を多くい

ただいていましたが，今後は，以下の４日分の予約を６月１日以降に１回の手続きで

まとめて予約できます！ 

使用する日  受付開始日 

令和４年８月 ８日（月） → 令和４年６月 ８日（水） 

令和４年８月２２日（月） → 令和４年６月２２日（水） 

令和４年９月１２日（月） → 令和４年７月１２日（火） 

令和４年９月１９日（月） → 令和４年７月１９日（火） 

 

                     ６月１日以降であれば，まとめて１回の手続きでＯＫ！  

 

醍醐交流会館ホームページ 

令和４年８月１日使用分から 

使用する日  受付開始日 

令和４年 ８月～９月 → 令和４年 ６月１日 

令和４年１０月～１１月 → 令和４年 ８月１日 

令和４年１２月～令和５年１月 → 令和４年１０月１日 

令和５年 ２月～３月 → 令和４年１２月１日 

令和５年 ４月～５月 → 令和５年 ２月１日 

令和５年 ６月～７月 → 令和５年 ４月１日 

 


